
高知県特産農産物販売拡大総合支援事業　実施要領 
 
第１ 趣旨 
この要領は、高知県特産農産物販売促進事業費補助金交付要綱（以下「要綱」という。）

のほか、高知県特産農産物販売促進事業の実施に当たって、必要な事項を定める。 
 
第２　補助金の交付申請をする場合（要綱第４条関係） 
（１）交付申請をする時期 

申請しようとする補助対象事業の開始予定日 1ヵ月前には、申請を行うこと。 
（２）補助対象経費の範囲 

補助対象経費の範囲は要綱第３条及び別表に定めるとおりだが、別に以下の点が守ら

れていなければ、申請した経費の一部が補助対象経費とは認められなくなるため、留意

すること。 
①契約又はその準備行為（商品の発注）は、交付決定日及び事業開始予定日以降に着

手すること。 
例）交付決定４/10、事業開始予定日４/20 の場合、商品Ａの発注が４/19 以前だと

補助対象外経費となる。ただし、事業開始予定日を「交付決定日」と記載すれ

ば例）の場合でも問題ない。 
　　②継続して当補助金を活用する場合は、過去に当補助金の交付を受けて実施した事業

と同じ取組とならないこと。 
　　③補助事業者が免税事業者又は地方公共団体（一般会計）であり、補助対象経費から

消費税仕入控除税額を減額せずに申請する場合、補助事業者の設立年月日や過去の

収支決算書など免税事業者であることが確認できる書類を交付申請と併せて提出す

ること。ただし、地方公共団体（一般会計）はこの提出を不要とする。 
（３）補助事業の開始日・完了日の考え方 

①補助事業開始日 
　イベントや商談会等の開催日ではなく、交付申請事業に係る準備行為を開始する日。

ただし、事業開始日以前に補助事業者が業者等と補助対象事業について事前協議す

ることは問題ない（この場合、事前協議等に係る経費は補助対象外となる）。 
②補助事業完了日 
イベントや商談会等が終了した日ではなく、交付申請事業に係る全ての経費の精算 
が完了する日。市町村等においては当自治体で完了検査を行った日のこと。 

 
第３　補助金の変更申請をする場合（要綱第８条関係） 
（１）変更申請をする時期 

補助事業完了予定日 1 ヵ月前には、変更申請を行うこと。ただし、補助事業完了予定



日が当年度の３月 15 日以降の場合は、当年度の２月 15日までに変更申請を行うこと。 

 
第４　補助金の概算払を請求する場合（要綱第９条関係） 
（１）実施状況報告書の提出 

補助事業者が補助金の概算払を請求する場合は、あらかじめ高知県特産農産物販売促　

進事業実施状況報告書（様式１）を提出して、知事の承認を受けるものとする。 
（２）概算払請求書の提出 

（１）にて知事の承認を受けた場合に限り、高知県特産農産物販売促進事業費補助金

交付要綱第９条－別記第３号様式により概算払請求書を知事に提出し、概算払を請求す

ることができる。 
（３）提出期限 

（１）の提出期限は当年度の３月１日、（２）の提出期限は当年度の３月 15 日とする。 
 
第５　補助金の実績報告をする場合（要綱第 10条関係） 

補助金の実績報告については要綱第 10 条に定めるとおりだが、併せて以下の点にも留意

すること。 

（１）補助対象経費の支払証拠書類の提出 

支払証拠書類は、原則「補助事業者名」の領収でないと受理することができない。 

個人名の領収書の場合、補助事業者から当該個人へ立替払の精算を行い、その領収書を

提出する等、補助事業に関する経費であることが確実に分かるようにすること。 
例） 
 
 
 

 
 

附 則 
この要領は、令和８年４月１日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

個人Ａ　様 
　￥15,000 円 
　色紙代として 

文具店Ａ

補助事業者Ａ　様 

　￥15,000 円 
色紙代立替払の精算として 

　　　　　　　　　個人Ａ



（様式１） 

 

令和　　年　　月　　日 

 

　高知県知事　濵田　省司　様 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　補助事業者　　　　　　　　 

 

令和　年度高知県特産農産物販売促進事業実施状況報告書（概算払関係） 

 

　令和　年　月　日付け　第　号で補助金の交付決定通知がありました、令和　年度高

知県特産農産物販売促進事業費補助金に係る補助事業について、補助事業開始日から令

和　年　月　日までの実施状況を下記のとおり報告します。 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記 

１　事業実施状況 

取組内容及び事業を実施した成果（可能な限り販売額、成約件数等を具体的に記載してくだ 

さい。） 

　　・取組内容 

・販売額●円（県外●円、県内●円）　※取引金額、イベント実施による販売額等 

　　・成約件数：●件　等　 

 

２　今後の展開 

 

 

３　事業実施期間 

開始年月日　　　　　　年　月　日 

完了予定年月日　　　　年　月　日 

 

４　収支決算（見込） 

（１）収入の部 

 

 
区分 本年度実績見込額 本年度予算額

比較増減
備考

 増 減

 県費 
市町村費 
その他

 計



（２）支出の部 

　※1　本年度実績見込額は、領収書又は請求書等があり支出が確実な場合のみ計上すること。 

 

５　県補助金決算見込額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

※1　(B)欄は要綱第4条第２項に基づき、各団体が税込み額or税抜き額いずれかを選択し入力すること。 

※2　(D)欄は 1,000 円未満の端数は切捨て 

 
 

５　添付書類 

（１）別紙６（経費等の内訳） 
（２）補助対象経費の積算根拠書類 
（３）（１）（２）のほか、参考となる資料

 
区分

本年度実績見込額 
※１

本年度予算額
比較増減

備考
 増 減

 

 計

 
本年度実績見込額 

(A)

(A)のうち 
補助対象経費 

(B)

補助率 
(C)

補助基準額 
((B)×(C)) 

(D)

交付決定額 
(E)

補助金決算見込額 
(D)又は(E)のいず

れか低い額

備考

 


